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９月２９日提出

第113回宍粟市議会定例会　上程議案等一覧（追加）

議案番号

報告第14号





報告第１４号 

 

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により定めた市長に

おいて専決処分をすることができる事項について、下記のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。 

                                    

  令和５年９月２９日提出 

 

                      宍粟市長 福 元 晶 三 

 

記 

 

１．令和５年８月６日公用車が起因となる物損事故 

  相 手 方 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  過 失 割 合 市100％ 

  損害賠償額 99,000円 

  専決年月日 令和５年９月14日 

 

２．令和５年９月１日エーガイヤちくさ来庁者用駐車場で発生した物損事故 

  相 手 方 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

  過 失 割 合 市100％ 

  損害賠償額 61,930円 

  専決年月日 令和５年９月20日 

 

-1-



-2-



-3-



-4-



-5-


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



